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（１）子育てに関する相談・支援の充実 （２）児童虐待防止の強化 （３）地域での子育て支援の充実 
（４）要支援児への対応
（１）幼児教育・保育環境の充実 （２）幼児教育・保育サービスの推進
（１）「生きる力」を育む教育内容の充実 （２）豊かな心を育む教育の推進 （３）児童・生徒の安全・安心対策 
（４）学童保育の充実 （５）教育環境の整備 （６）コミュニティ・スクールの推進 
（１）青少年健全育成活動の推進 

（１）学習機会の充実 （２）生涯学習の基盤づくり （３）図書館利用者サービスの充実
（１）生涯スポーツの振興 （２）施設整備の充実
（１）文化財の保存と活用 （２）伝統文化の継承 （３）芸術・文化の振興
（１）学校における人権教育の推進 （２）家庭や地域における人権教育の推進 
（３）人権啓発活動の充実 （４）各種団体・機関との連携 （５）男女共同参画社会の充実 

（１）防災対策の充実 （２）災害危険箇所への対策と整備
（１）防犯対策の推進 （２）交通安全対策の推進
（１）消費者啓発・教育の推進と啓発強化 （２）緊急事態への対応・対策

（１）農業の振興 （２）水産業の振興 
（３）高付加価値農水産物の開発と販売促進 （４）担い手の育成支援
（１）商工業の振興 （２）企業誘致と就労・雇用の推進
（１）観光情報の発信と施設の充実 （２）連携による観光の推進
（１）定住化及び空き家対策の推進 （２）地域振興策の推進

（１）コミュニティ活動の活性化 （２）公益活動への支援 （３）住民参画の推進
（１）健全な財政運営の維持 （２）組織・人材の育成 （３）効果的な行政運営の推進
（１）情報通信技術の活用と普及

（１）健康と食に関する啓発の実施 （２）健康増進・疾病予防の取り組みの推進 
（３）こころの健康づくり （４）感染症の対策の充実 
（１）地域福祉活動の充実 （２）見守りネットワークの充実 （３）福祉ボランティア活動の推進 
（４）戦没者遺族などへの援護 
（１）高齢者の社会参加 （２）高齢者の健康づくり （３）日常生活支援の充実 
（４）相談窓口の充実  
（１）障がいのある人の自立と社会参加の支援   （２）相談支援体制の充実
（１）地域医療体制の充実 （２）低所得者福祉の充実

 

 

（１）環境負荷軽減の推進 （２）ごみ処理の適正化と環境美化の推進
（１）良好な市街地の保全と形成 （２）地域に応じた土地利用の推進
（１）国道・県道の整備の促進 （２）都市計画道路・生活道路の整備 （３）道路の適切な維持管理
（１）公園・緑地の保全と整備 （２）緑化の推進 （３）自然環境などの保全と活用
（１）公共交通の充実 （２）駐輪施設の充実
（１）安全で良質な水の安定供給 （２）下水道などの整備と普及促進 （３）生活環境の改善 
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基本目標１ 子育て環境が充実したまち 

 

 

 

開発に伴う 子育て世代の転入ピークは過ぎましたが、子育て家庭のライフスタイルの多

様化、地域コミュニティの希薄化などの要因により 、子育てに不安を感じている保護者もお

り 、家庭の状況に応じた支援が必要です。そのため、令和６( 2024) 年度にこども家庭センタ

ー「はぐう る」を開設し、子育て及び保健・福祉の拠点として相談と支援ととも に、各種事業

やサービスの提供を行っています。また、ライフスタイルの変化や価値感の多様化によって、

児童虐待につながるケースも あり 、今後も警察、児童相談所、関係機関とのさらなる連携

が必要となっています。 
 

 

こども家庭センター「はぐう る」の充実を図り 、子育て及び保健・福祉の拠点として相談と

支援とともに、各種事業やサービスの提供を行います。また、児童虐待の早期発見・早期対

応のため、要保護児童対策地域協議会を構成する関係機関や地域ネットワークを通して子

どもを見守る体制を強化します。さらに、障がいのある子どもや発達に課題のある子どもに

関する地域の理解を深め、関係機関と連携しながら相談体制の充実を図り、誰もが安心し

て子育てできる環境を整えます。 
 

 

➊ 子育てに不安を抱える家庭や養育支援が必要な家庭を支援するため、保健師や臨

床心理士などが、個々の状況に応じた相談支援や情報提供などを実施します。 

➋ 妊産婦の健康づくり を支援するため、その家庭に応じた保健指導や情報の提供に

努めます。 

➌ 産婦や子どもの状況把握を行う ため、助産師や保健師などが全ての乳児家庭を訪

問し、状況に応じた支援や助言を実施します。 

➍ ひとり 親家庭の自立支援のため、乳幼児の保育・食事の世話など家事全般を代行

する家庭生活支援員の派遣を行います。 

➎ 妊娠期から子育て期まで切れ目のない子育て支援を行う ため、児童福祉機能と母

子保健機能の連携を図り ながら、新宮町こども家庭センター『はぐう る』の充実に努

めます。 

➏ 父親の育児参加を促すため、妊娠期から参加できる父親向けの子育て教室の充実

に努めます。 
 

➊ 児童虐待防止への理解を深める ため、 地域住民に対する 啓発活動に努めま す。 

➋ 児童虐待の防止や早期発見・ 対応のため、 関係機関で構成する 新宮町要保護児

童対策地域協議会を中心に、 地域での見守り や連携の強化に努めま す。  
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➌ 保護者が家庭や地域で孤立し ないよ う 、 保育・ 教育機関と の連携を 強化する と

と も に、 育児相談体制の充実に努めま す。  

➍ 精神面に不調を抱える 妊産婦や保護者への専門ス タ ッ フによ る 相談支援体制

の充実を図り 、 虐待防止に努めま す。  
 

➊ 育児に関する 悩みや不安を 解消さ せる ため、 子育て支援セン タ ー『 かんがる ー

ひろば』 の充実に努め、 就園前の多く の親子が交流し 、 子育てに関する 相談の

場の提供に努めま す。  

➋ 地域が子育て支援に参加したり 、子育て中の親同士が交流できる環境を充実させ

るため、ファミ リー・サポート・センターや地域子育てサロン活動を支援します。 

➌ 子育て家庭の負担軽減を図るため、行政区や民生委員・児童委員などと連携し、子

どもの居場所づくり や地域での預かり 体制を整備します。また、新宮東幼稚園跡地

を活用した「こども の居場所」や支援施設などの整備に努めます。 

 

➊ 障がいのある子どもの家庭を見守り 、支援できる地域づくり を促すため、多様化す

る障がいへの理解を深める啓発活動を推進します。 

➋ 学校や幼稚園において、インクルーシブ教育1の推進に努めます。 

➌ 乳幼児の病気の早期治療や発達に課題のある子ども の早期療育につなげるため、

乳幼児健診などで早期に発見し、適切な支援を行います。 

➍ 発達に課題のある子ども に対して、幼稚園・保育所や医療機関などと連携を図り な

がら相談支援体制の充実に努めます。 

➎ 発達支援に関する知識や支援技術の向上を図るため、保育所や幼稚園などの発達

支援スタッフに対する研修会を実施し、支援者同士の連携の強化に努めます。 

 

 

 

ゆっ たり と し た気分で子ど も と 過ご せる 時間がある 保
護者の割合（ ３ 歳児の保護者）  

76. 3％ 80. 0％ 

子ども の育てにく さ を 感じ ている 保護者の割合 
（ ３ 歳児の保護者）  

22. 6％ 20. 0％ 

虐待の可能性のある 行為をし ている 保護者の割合 
（ ３ 歳児の保護者）  

22. 3％ 20. 0％ 

フ ァ ミ リ ーサポート 会員数（ ま かせて会員）  44 人 40 人 

男性のパパママ教室参加者数 44 人 80 人 

出会いの場支援件数（ 件）（ 累積）  15 件 15 件 

 

関連個別計画 
●新宮町子ども ・ 子育て支援事業計画 ●創業支援事業計画 

●新宮町教育行政の目標と 主要施策 ●新宮町障がい者（ 児） 計画      

 
1 インクルーシブ教育：障がいのある子どもと障がいのない子どもが共に教育を受けること。 
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基本目標１ 子育て環境が充実したまち 

 

 

 

 

国の基本指針では、教育・保育を提供する単位として、地理的条件や社会的条件、施設

の整備状況などを総合的に勘案し、教育・保育提供区域を設定することとされています。新

宮町では「町全域」を 1 つの提供区域と定め、勤務状況に合わせた施設利用や、教育・保育

の特性を踏まえた施設の選択など、利用者の細かなニーズに対応しています。 

保育施設については、増加する保育需要に対応するため、計画的な施設整備を行ってき

たことにより、令和４（2022）年４月に待機児童ゼロを達成しました。しかし、年度途中につい

ては、必要な保育士の確保が困難なことから待機児童の解消には至っていない状況にあり

ます。 

一方、町立幼稚園では、無償化などの影響により 入園希望者が減少しているため、令和

６（2024）年に新宮幼稚園と新宮東幼稚園を統合し、町立幼稚園の特色をより積極的にＰＲ

するととも に、満三歳児の受け入れや預かり 保育を実施し、町立幼稚園としての在り 方を

検討しています。 

 
 

 

今後も出生数は毎年減少傾向が見込まれることから、児童数については、ゆるやかに減

少していくと想定されますが、引き続き保護者のニーズを適切に把握し、年度途中の待機

児童解消のため、年度途中の需要に応じた、保育士の確保に努めます。また、町内の全て

の教育・保育施設において、子どもたちの育成・発達に配慮しつつ子どもの権利の視点に

立った教育・保育を確実に提供し、就学前教育を充実するとともに、保育園等、幼稚園と小

学校の連携を推進し、義務教育への円滑な接続に取り組んでいく必要があり ます。 

また、町立幼稚園については、小学校との交流授業などによる連携や、自然豊かな教育

環境を生かした教育の実践など、町立幼稚園の強みを生かした幼児教育を推進するととも

に、医療的ケアを必要とする子どもの受け入れの検討・体制整備などを推進し、インクルー

シブ教育システムの構築に努めます。 
 

 

 

➊ 就学前の子どもがスムーズに小学校生活をスタートできるよう 、小１プロブレム1対

策として小学校児童と幼稚園児・保育園児の交流を推進します。 

➋ 待機児童を解消するため、今後の就学前児童人口の推移や保育ニーズを見極めな

がら、保育士の確保など、保育所などの受け入れ体制の充実に努めます。 

➌ 保育環境の充実のため、認可保育所や認定こども園に対し必要な支援を行う ととも

 
1 小１プロブレム：小学校第一学年の児童が学校生活に適応できないために、( １)集団行動がとれない( 2 ) 授業中に座っ

て居られない( 3 ) 先生の話を聞かないといった状態が続くこと。 

 

10



 

に、届出保育施設の運営を支援します。 

➍ 離島における保育環境の充実を図るため、相島保育所の適正な運営に努めます。 

➎ 幼い頃から本に親しむ習慣を身に付けるため、読み聞かせへのフォローアップによ

り 、読書習慣の普及に努めます。 

➏ 町立幼稚園の特色・強みを発信しつつ、保護者のニーズを把握し、町立幼稚園の在

り 方について検討を進めながら適切な運営に努めます。 

 

 

（

➊ 保護者の就労支援や育児負担の軽減など様々な保育ニーズに対応するため、一時

保育や延長保育、障がい児保育、病児・病後児保育の充実に努めます。 

➋ 町立幼稚園において、生きる力の基礎を育むため、基本的な生活習慣を身に付ける

とともに、「豊かな感性」「学びの芽生え」を育む教育に努めます。 
 

 

 

待機児童数 0 人 0 人 

小学校と 幼稚園・ 保育所と の交流 5 校 5 校 

 
関連個別計画 

●新宮町子ども ･子育て支援事業計画 ●新宮町教育行政の目標と 主要施策 

●新宮町子ども 読書活動推進計画 ●新宮町障がい者（ 児） 計画         
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基本目標１ 子育て環境が充実したまち 

 

 

 

 

全小・中学校をコミ ュニティ・スクールとして指定し、保護者や地域の人々が学校運営に

参画する「学校運営協議会」を学校に置くことで、地域が主体となって子どもたちが安全に

通学できる見守り体制をつくり 、いじめや不登校などの様々な課題に対応しています。 

また、小・中学校において確かな学力の定着に向けた取り 組みを充実させ、障がいのあ

る児童・生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取り組みを進めています。 
 

 

子どもたちの学ぶ意欲の向上と確かな学力の定着に取り 組み、家庭・地域と連携して学

校教育の推進を図り、教育環境の充実をめざします。 

 また、子どもたちが、より 良く生きるための道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度を身

に付けるための教育を充実させるとともに、子どもたちの将来を見据え、これから不可欠と

なるプログラミング教育など、S oc ie ty 5 .0 1に対応した教育を行います。 

学校の運営については、今後も 保護者や地域の意見を学校運営に反映させながら、地

域や学校及び児童・生徒の実態を踏まえて、授業改善や必要な人的・物的資源の確保など

の創意工夫を行い、教育の質的向上を図るカリ キュラムマネジメントを推進していきます。

また、子どもたちの抱える様々な悩みや問題に対応できるよう 、きめ細かな指導・相談体制

の充実をめざします。 
 

 

 

➊ 確かな学力の育成を図るため、義務教育９年間を見通した教育課程の編成など、学

校と地域が連携・協働した教育を推進します。 

➋ S oc ie ty 5 .0 社会に対応できる子どもを育てるため、ＩＣＴ2教育の推進とともに、情

報モラル教育の充実に努めます。 

 

➊ 生命を尊重する心や公共心を育成するため、自律性や規範意識に根ざした人間関

係を築く力の向上をめざした道徳教育を推進します。 

➋ いじめや不登校、暴力行為などの問題行動の未然防止や早期対応に向け、子ども

やその保護者に応じたきめ細かな指導や相談体制の充実に努めます。 
  

 
1  S oc ie ty 5 .0 ： 狩 猟 社 会 （ S oc ie ty 1.0 ） 、農 耕 社 会 （ S oc ie ty 2 .0 ） 、工 業 社 会 （ S oc ie ty 3 .0 ） 、情 報 社 会

（S oc ie ty 4 .0 ）に続く新たな社会を指すものであり、第５の新たな社会をデジタル革新、イノベーショ ンを最大限活用し

て実現するという 意味で、第５期科学技術基本計画において我が国がめざすべき未来社会の姿として提唱された。 
2 ＩＣＴ：「In f o rm a tio n  a n d  Com m un ica tio n  Te ch n o log y （情報通信技術）」の略で、通信技術を活用したコミ ュニ

ケーションのこと。 
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➌ 障がいのある子どもの教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上

の困難を改善または克服するため、特別支援教育の充実に努めます。 

 

➊ 通学路の安全を図るため、「通学路交通安全プログラム」や「登下校防犯プラン」に

基づき、危険な通学路の改善や整備に努めます。 

➋ 児童・ 生徒の通学時の安全を確保する ため、 地域やボラ ンティ ア団体が参加す

る 見守り 活動を支援する と と も に、 交通安全への指導や防犯対策の強化に努め

ま す。  

 

➊ 放課後児童の健全育成を図る ため、 保護者のニーズに応じ た学童保育所の運営

に努めま す。  

➋ 学童保育待機児童の解消を 図る ため、 放課後児童支援員などの確保や施設整備

など、 受け入れ体制の整備に努めま す。  

 

➊ 児童・ 生徒が安全で快適に学校生活を送る ため、 校舎や体育館の施設及び設備

の改修を計画的に実施し ま す。  

➋ 子ど も たちが情報活用能力を 身に付ける ための基礎と なる 力の育成を 図る た

め、 Ｉ Ｃ Ｔ 環境の整備に努めま す。  

 

➊ 地域の特色や資源を活かし 、 各中学校区を 中心と し た協働によ る 活動の充実に

努めま す。  

➋ 「 地域と 共にある 学校づく り 」 と 町への愛着醸成に向けたふる さ と 教育の充実

を 図る ため、 地域の教育資源を有効に活用し 、 コ ミ ュ ニティ ・ ス ク ールの活性

化と 地域学校協働活動の推進に努めま す。  

 

 

 

通学路の整備小学校区 4 校区 毎年４ 校区 

学校施設等長寿命化計画の進捗率 89. 6％ 100. 0％ 

学童保育所待機児童数 19 人 0 人 

 

 
関連個別計画 
●新宮町障がい者（ 児） 計画 ●新宮町子ども ・ 子育て支援事業計画 

●新宮町教育行政の目標と 主要施策   
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基本目標１ 子育て環境が充実したまち 

 

 

 

青少年を取り巻く状況は、家庭環境の多様化、デジタル化による社会環境の変化に伴い、

課題が複雑化しています。このよう な状況の中、青少年が健やかに育つことができるよう 家

庭、地域、学校やボランティア団体と共に地域通学合宿や寺子屋事業など、様々な体験活

動を実施しています。また、各行政区の青少年指導員と連携した巡回を行う ことで、青少年

の健全育成を推進しています。 

青少年が多様な価値観や経験に触れながら、将来への希望を育むため、地域ぐるみで

青少年を支える社会教育を推進する必要があります。 
 

 

通学合宿や寺子屋事業により、地域の団体と連携した学びと体験の場を提供するととも

に、次世代のリーダーとなる人材の育成に努めます。また、青少年指導員と連携した巡回な

ど、関係団体とさらなる連携を図り ながら、社会的つながりを強化することで子どもたちが

主体的に学び、成長する土台作りに努めます。 
 

 

➊ 青少年の健全育成を図る ため、 ジュ ニアリ ーダーを育成する と と も に、 青少年

が中心と なって取り 組むこ と ができ る 「 子ど も 会活動」 の活性化に努めま す。 

➋ 心豊かでたく ま し く 生き る 青少年を育むため、家庭や地域、学校と 連携を図り 、

体験活動や通学合宿など の事業を推進し ま す。  

➌ 青少年が安心し て成長でき る 環境づく り のため、 青少年指導員などの各種団体

と 連携を図り 、 夜間巡回や街頭補導活動など の非行防止活動を推進し ま す。  

➍ 青少年と 地域のつながり を 深める ため、 子ども 会育成会やＰ Ｔ Ａ など と 連携し 、

青少年への声かけやあいさ つ運動を支援し ま す。  

➎ 青少年の安全・ 安心な居場所づく り のため、 地域の大人たちが経験や知識を活

かし て実施する 地域寺子屋事業を支援し ま す。  
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青少年指導員巡回の参加延べ人数 58 人 60 人 

通学合宿への参加児童の人数 56 人 80 人 

通学合宿実施個所数 4 箇所 8 箇所 

子ども ・ ジュ ニア・ シニアリ ーダーの総人数 61 人 70 人 

ジュ ニアリ ーダー等活動回数 12 回 15 回 

 
関連個別計画 
●新宮町教育行政の目標と 主要施策  
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基本目標２ 自分らしく豊かな心を育むまち 

 

 

 

幸福や生きがいを感じられるウェルビーイングの向上が求められる中、生涯にわたって

心豊かに過ごし、学び続けられる生涯学習の重要性が高まっています。多様化する住民ニ

ーズを把握しながら、様々な世代に向けての生涯学習講座の実施を通して、学びの場や活

躍の場の提供を行っています。 

また、住民の学習活動を支援する学びの拠点の一つといえる町立図書館では、図書資

料の充実を図るとともに、利用者ニーズの把握や利用しやすい環境設備に努めています。 
 

 

 

関係団体との連携により 、さらなる学習機会の充実に努め、住民ニーズにあった講座を

提供し、学びのきっかけづくり ととも に、継続的に学び続けられる生涯学習の基盤づくり を

進めます。 

また、町立図書館においては、多種多様な利用者ニーズの把握に努めながら、利用者に

役立つ利用環境の整備に努めます。 
 

 

➊ 学習機会の充実と 学習意欲の向上を図る ため、 そぴあし んぐ う やシーオーレ 新

宮を拠点と し た学習機会の場を提供する と と も に、 新宮町文化協会や新宮町ス

ポーツ 協会の所属団体と の連携に努めま す。  

➋ 生涯学習講座の充実を図る ために、 受講者へのアンケート 調査を 実施し 、 多様

化する 住民ニーズの把握に努めま す。  

 

（

➊ 幅広い世代のニーズにあっ た講座を企画し 、 学習グループやサーク ル活動など

への参加を促すと と も に、 住民の自主活動を支援し ま す。  

➋ 住民それぞれが学んだ知識や技術を 地域や学校の中で活かすこ と ができ る よ

う 、生涯学習を支える 指導者の発掘や人材の育成、活躍の場の創出に努めま す。 
 

➊ 住民の読書環境の充実を図る ため、 町立図書館と ボラ ンティ アが連携し 、 図書

館事業の充実と 人材の育成を推進し ま す。  

➋ 子ども の成長に不可欠な豊かな心を育むため、 新宮町子ど も 読書活動推進計画

に基づいて子ども の自主的な読書活動を 推進し ます。  
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生涯学習講座実施数 30 講座 35 講座 

生涯学習講座における 町内人材及び団体登用回数 10 回 15 回 

住民１ 人当たり の貸出冊数 5. 9 冊 6. 5 冊 

 
関連個別計画 

●新宮町子ども 読書活動推進計画  
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基本目標２ 自分らしく豊かな心を育むまち 

 

 

 

 

健康の保持や増進、体力の向上に対する意欲が高まる中、新宮町スポーツ協会や関係

団体との連携により 、子どもから高齢者、障がいのある人が楽しめるスポーツイベントを開

催し、住民の健康づくりを支援しています。また、新たな生涯スポーツの普及による競技種

目の多様化や屋内体育施設の老朽化などにより 施設のさらなる整備へのニーズが高まっ

ています。一方で、スポーツ協会の会員数は減少しており 、担い手・指導者不足などが課題

となっています。  
 

 

誰もがライフステージに応じて快適にスポーツや健康づくり に親しめる環境づくりを進め、

生涯スポーツの一層の推進を図り ます。また、スポーツ団体や関係機関との連携を強化し、

健康づくりや地域交流につながる取組の充実を図ります。また、運動施設については、多種

多様な住民ニーズの把握に努めながら、効果的かつ効率的な施設整備を進めるとともに、

計画的な維持管理により 利用者の安全性の確保に努めます。  
 

 

➊ 軽ス ポーツやニュ ース ポーツの体験会の開催、 障がい者ス ポーツの体験機会の

拡充と 広報や関係機関と の連携によ る 参加促進に努めま す。  

➋ 各種ス ポーツ の普及を図る ため、 新宮町ス ポーツ協会や各種団体と 連携し たス

ポーツ 大会の充実に努めま す。  

➌ 指導力の向上を目的と し た講習会などを実施し 、 指導者の育成に努めます。  

➍ 住民の健康増進を 図る ため、 新宮町ス ポーツ協会や新宮町ス ポーツ 推進委員な

ど の関係団体と 連携し 、 ウ ォ ーキングや健康増進事業などを推進し ま す。  

 

➊ 新宮ふれあいの丘公園及びその周辺地域への、 運動施設の整備・ 集約によ り 、

ス ポーツ拠点の形成を推進し ま す。  

➋ 運動施設やウ ォ ーキングコ ース の整備など 、 ス ポーツ に親し みやすい環境づく

り を推進し ま す。  
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ス ポーツ協会会員数 427 人 500 人 

住民の健康増進に係る イ ベント 数  3 事業 5 事業 
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基本目標２ 自分らしく豊かな心を育むまち 

 

 

 

 

文化財は地域の貴重な歴史的財産です。後世に伝え遺していくために、引き続き、保存・

保護に努める必要があり ます。一方で、文化財は学習活動やまちづくり に活用できる資源

でもあり、保存・保護と活用を一体とした総合的な整備を、一層推進する必要があります。 

町内に所在する文化財の案内板の設置や史跡の整備を行い、町内文化財の啓発や適

切な保全を図っています。また、高齢化や担い手不足により 簡素化や無くなり つつある伝

統文化といった民俗文化財の映像資料を歴史資料館内において活用できるよう に環境を

整えています。さらに、歴史資料館において企画展の開催や体験学習を通して、文化財の

情報の発信や文化財に触れる機会の拡充を図っています。 

文化芸術については、価値観の多様化が進み、心の豊かさや潤いのある暮らしを求める

人が多くなり、質の高い文化や芸術に対する関心が高まり つつあり ます。 
 

 

後世に引き継ぐべき大切な財産である文化財を適切に保存・保護するととも に、その価

値を永く後世に伝える取り 組みを推進し、文化の継承を図ることで、地域への誇り や郷土

愛を醸成します。 

 町内にある文化財を歴史学習や観光資源として有効活用するため、適切な維持管理を

計画的に実施します。また、歴史資料館内において映像などを利活用した展示や史跡見学

会などを通して文化財に触れる機会ができるよう 取り組みを推進します。 

そして、文化芸術にふれ楽しむ機会を増やすことにより 、住民の豊かで寛容な心を育み、

人々の多様な交流を促進することで、町独自の文化を涵養します。 
 

 

➊ 文化財愛護精神及び文化財保護活動に関する 啓発を図る ため、 案内解説板の充

実や史跡・ 文化財の説明を行う 「 案内ボラ ンティ ア」 の育成方法を 研究し 、 普

及活動に努めま す。  

➋ 町内にある 全ての文化財を 有効活用し て体験講座や見学会を実施し 、 歴史・ 文

化財にふれあう 機会の充実を図り 、 文化財愛護意識の高揚に努めま す。  

➌ 住民が歴史・ 文化財に興味を持ち、 学ぶこ と ができ る 場と なる よ う 展示施設・ 展

示方法のリ ニュ ーアルを行い、 文化財の情報発信の拠点と し て、 魅力ある 歴史資

料館づく り に努めます。  

➍ 町の歴史と 深く 関わっている 歴史的資料を調査・ 研究し 、 その保存・ 活用に努め

ます。  

➎ 国指定史跡相島積石塚群や国指定重要文化財横大路家住宅（ 千年家） などの貴重

な文化資産を保全・ 整備し 、 適切な維持管理を行う と と も に、 歴史学習や観光資

源と し て有効活用に努めます。  
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➊ 地域に残る 伝統文化を継承し 、 後世に伝えていく ため、 地域の協力のも と 民俗

資料の保存に努めま す。  

➋ 伝統文化を次世代に伝える ため、映像資料などの記録資料を収集し 、利活用がで

き る 仕組みづく り に努めま す。  

 

➊ 様々な芸術・ 文化にふれあう 機会を提供する ため、 そぴあし んぐ う を拠点に新

宮町文化振興財団と 連携し 、 コ ン サート や演劇など芸術・ 文化活動の充実に努

めます。  

➋ 住民の芸術・ 文化活動を推進する ため、 啓発活動や若年者が参加でき る プロ グ

ラ ム作成など 、 活動し やすい環境づく り に努めます。  

 

 

 

 

そぴあし んぐ う の年間利用者数 146, 296 人 150, 000 人 

芸術文化祭への参加者数 3, 240 人 5, 000 人 

歴史資料館の利用者数 2, 342 人 3, 500 人 
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基本目標２ 自分らしく豊かな心を育むまち 

 

 

 

 

あらゆる差別をなくし住民一人ひとり の参加による明るく住み良い地域社会を実現する

ため、「新宮町差別をなくし人権を守る条例」や「新宮町人権教育・啓発基本指針」に基づき、

様々な人権施策を推進しています。しかし、依然として社会生活の様々な局面において、

部落差別をはじめ、女性、子ども、高齢者、障がいのある人、外国人、感染症患者などに対

する偏見や差別が問題となっています。さらに、国際化、情報化の進展などを背景にＳＮＳ

等を通じた誹謗中傷や、プライバシーの侵害といった新たな人権問題が顕在化しています。 

このよう な人権を取り巻く状況の大きな変化とこれまでの取り 組みを踏まえ、より一層効

果的な取り組みが求められている状況です。新宮町では「新宮町人権教育・啓発基本指針」

に基づき、町の実情にあった人権施策のさらなる充実と計画的な施策の展開が必要です。 
 

 

人権への配慮は、全ての行政施策で重要な視点です。新宮町人権教育・啓発基本指針

や同指針実施計画に基づき、各種団体・機関との連携を強化し、適切に施策を推進します。 

また、同指針は新宮町における人権施策の根幹となるものであるため、住民への周知に

努めるとともに、職員の人権意識を高めるための研修の充実を図り、主体的に人権問題の

解決に取り組む人材の育成に努めます。 
 

 

➊ 教職員の人権意識を高める ため、 組織的な取り 組み強化と 計画的な人権教育に

努めま す。  

➋ 児童・ 生徒の自尊感情を高める ため、 学校での教育活動全体を通し て、 子ど も

の発達段階に応じ た人権学習を推進し ま す。   

➌ 高齢者や障がいのある 人、 外国人など あら ゆる 人権問題やイ ンタ ーネッ ト など

によ る 人権侵害などに対する 理解と 認識を深め、 様々な人権課題の解決につな

がる 姿勢や態度を育む教育に努めま す。  

 

➊ 地域や家庭で話し 合える 環境をつく る ため、 多様な人権学習の場を 提供する と

と も に人権啓発に努めま す。  

➋ 人権に関する 正し い知識を 身に付け、 主体的に活動でき る 人材を育成する ため、

人権研修会の充実に努めま す。  

➌ 差別に気づき 、 差別をなく す行動をと る こ と ができ る 人材を 育成する ため、 企

業や社会教育関係団体など を対象と し た人権教育を 推進し ま す。  

 

➊ 住民に対する 人権啓発を推進する ため、 各種関係機関と 連携を図り ながら 町広
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報誌や三月間町民のつど い・ 人権フ ェ ス ティ バルなど の機会を活用し た人権意

識の高揚を図る ための啓発活動の充実に努めま す。  

➋ 新宮町人権教育・ 啓発基本指針に基づき 、 実施計画の実効性を 確保する ため、

必要に応じ た実施状況の見直し に努めま す。  

➌ 効果的な施策の推進を図る ため、 住民意識調査や実態調査を実施し ます。  

➍ 町職員の人権感覚を養う ため、 人権研修の充実を 図り 、 人権課題への解決に取

り 組む人材の育成に努めま す。  

 

➊ 新宮町企業内人権・ 同和問題研修推進会議と 連携し 、 企業が人権問題を自発的

に解決でき る よ う に努めま す。  

➋ 「 新宮町非核平和都市宣言（ 昭和 60（ 1985） 年）」 の理念を踏まえ、 平和祈念事業を

推進し ます。  

➌ 国・ 県や他の自治体など関係機関と の連携し た啓発活動など を実施し 、 よ り 効

果的かつ円滑に人権施策を推進し ま す。  

➍ ド メ ス ティ ッ ク バイ オレ ンス（ Ｄ Ｖ ） や児童虐待など 、 様々な人権侵害の救済

に取り 組むため、 人権擁護委員や法務局、 警察など の関係機関や地域ネッ ト ワ

ーク と の連携を強化し 、 人権に関する 相談体制の充実と 組織力の強化に努めま

す。  

 

➊ 性別にと ら われず、 誰も が互いの個性や能力を尊重し あい、 社会参画でき る 環

境づく り のため、 各種啓発活動を実施し ま す。  

➋ 男女が安心し て健やかに暮ら せる よ う 、 相談支援や環境整備の充実を図る と と も

に、 ド メ スティ ッ ク バイ オレンス （ ＤＶ ） などの暴力や差別的行為の根絶に向け

た啓発を実施し ます。  

➌ 新宮町男女共同参画基本計画の推進を図る ため、 国・ 県などの関係機関や各種

団体などと の連携・ 協働に努めま す。  

 

 

審議会等における 女性委員の比率、 登用率  29. 4％ 40. 0％ 

庁内管理職における 女性登用率 18. 8％ 25. 0％ 

庁内男性職員の育児休業等の取得率 50. 0％ 100％ 

住民・ 団体を対象と し た人権学習会の開催数  13 回 14 回 

町内企業への男女共同参画啓発件数（ 件／年）  5 件 2 件 

町民への男女共同参画啓発件数（ 件／年）  4 件 5 件 

 

関連個別計画 
●新宮町人権教育・ 啓発基本指針 ●新宮町人権教育・ 啓発基本指針実施計画 

●新宮町男女共同参画基本計画 ●新宮町子ども ・ 子育て支援事業計画 

●新宮町教育行政の目標と 主要施策  
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基本目標３ 共に支え合い健やかに暮らせるまち 

 

 

 

食生活の乱れや運動不足、飲酒、喫煙などが要因で発症する生活習慣病は、自覚症状

がないまま進行する疾病も多く、重症化すると心疾患、脳血管疾患、一部のがんなどを発

症するリ スクが高まります。生活習慣病は予防が可能であり 、若い世代からの正しい生活

習慣や健康管理への理解が重要です。 

町では、令和５（2023）年に第２期新宮町健康増進計画（兼食育計画）を策定し、住民の

健康増進と生活習慣病予防の取り 組みを推進しています。また、生活習慣病重症化予防

のため、個々に応じた健康相談や教室を開催しています。誰も が生涯にわたって健康を維

持していくため、疾病の予防と早期発見、主体的な健康づくり 活動を推進していくことが必

要です。 
 

 

住民が健やかでいたいと思う 意欲や関心を高め、自らの心身の健康維持のために行動

できるよう 、健康情報の発信や受診率向上に向けた取り 組みを実施し、住民が共に支え合

い、つながり合いながら、健康に暮らせる環境づくりを推進します。 

また、県・保健所などと連携して、感染症の発生及び拡大に対し、迅速かつ適切に対応で

きる体制づくり を推進します。 
 

 

➊ 住民の健康増進のため、 町広報誌やホームページ、 食を学習する 教室など を通

じ て食生活への関心を高め、 規則正し く バラ ンス の取れた食生活の普及に努め

ま す。  

➋ 住民・ 関係団体・ 行政が協力し て健康増進に取り 組むため、 Ｓ Ｎ Ｓ を活用する

など効果的な健康情報の発信を実施し ま す。  
 

➊ 住民の疾病予防、 早期発見・ 治療のため、 健（ 検） 診内容・ 体制を整備し 、 住

民の健（ 検） 診や生活改善に対する 理解を 深め、 健（ 検） 診の受診率向上に努

めます。  

➋ 高血圧症や糖尿病と いった生活習慣病の重症化予防のため、 住民が健康増進の

取り 組みを実践でき る よ う 適切な保健指導に努めま す。  

➌ ラ イ フ ス テージに応じ た保健事業を実施し 、 住民が健康増進に取り 組みやすい

環境づく り に努めま す。  

➍ 県、 医療機関、 食生活改善推進会、 生産者や飲食店などと 連携し 、 食育を推進

し ます。  
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➊ 住民がこ こ ろの健康に関心を持ち、 自分のこ こ ろの健康状態を知り 、 適切な対

応ができ る よ う 、 メ ンタ ルヘルス ケアの必要性の啓発に努めま す。  

➋ 住民のこ こ ろの健康づく り のために、 相談や支援体制の充実に努める と と も に、

支援が必要な人を 相談や福祉サービ ス など につなげる こ と ができ る よ う 情報

提供や連携に努めま す。  

➌ 自殺予防の対策と し て、 地域で自主的に見守り 活動ができ る ゲート キーパーな

ど を育成し 、 相談体制の充実に努めま す。  

➍ う つ病などの相談対応能力向上のため、 職員の専門性を高める 研修の実施など

人材育成に努めま す。  

 

 

➊ 感染症予防のため、 予防接種や、 適切なマス ク の着用、 手洗いの実践など 感染

症対策を推進し 、 感染症・ 食品衛生に関する 啓発を 実施し ま す。  

➋ 感染症への対応のため、発生時に備え関係機関で情報共有に努め、流行時には、

保健所など 関係機関と 連携し た情報収集、 正確な情報発信、 相談対応、 医療・

予防接種体制の確保など 感染拡大防止に努めま す。  

➌ 予防接種に関する 情報周知や乳幼児健診での接種確認などを実施し 、 接種率向

上に努めま す。  

 

 

 

特定健診・ 特定保健指導の受診率  
健診 37. 3％ 60. 0％ 

指導 25. 9％ 60. 0％ 

メ タ ボリ ッ ク シンド ロ ームの該当者及び予備群等の割合 24. 0％ 23. 0％ 

健康づく り に関する事業の実施回数と 参加者数  
事業数 76 回 75 回 

参加者 272 人 300 人 

予防接種率 
高齢者肺炎球菌（ 65 歳）  17. 3％ 20. 0％ 

二種混合 38. 5％ 60. 0％ 

 

 
関連個別計画 

●新宮町保健事業実施計画（ データ ヘルス 計画及び特定健診実施計画）  

●新宮町健康増進計画 ●新型イ ンフルエンザ等行動計画 

●新宮町子ども ・ 子育て支援事業計画 ●新宮町高齢者保健福祉計画 
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基本目標３ 共に支え合い健やかに暮らせるまち 

 

 

 

 

住民誰も が住み慣れた地域で安心し てその人ら し い自立し た生活を送れる よ う 、地

域全体で支える 仕組みづく り と し て、「 し んぐ る っ と ～支え合いのま ちづく り 推進会

議～」 で住みよ い地域づく り について住民と 共にグループワ ーク を重ねてき ま し た。 

し かし 、 コ ロ ナ禍によ る 社会情勢の変化にと も ない、 社会と 関わる 機会の減少や、

地域のつながり の希薄化など 、地域を 取り 巻く 環境に大き な変化がみら れる よ う にな

り ま し た。  

こ う し た地域を取り 巻く 環境の変化と 新たな課題やニーズに対応する ため、第３ 次

新宮町地域福祉計画を 令和８ ( 2026) 年３ 月に策定し ま し た。  
 

 

こ れま で以上に地域福祉は、子ども から 高齢者ま で住民の誰も が住み慣れた地域の

中で、 安心し て暮ら せる よ う な環境を つく り 、 それを持続さ せていく こ と が求めら れ

ていま す。 そのため、 様々な生活課題について住民一人ひと り の努力（ 自助）、住民同

士の相互扶助（ 互助・ 共助）、 公的な制度（ 公助） の連携によ って解決する ための仕組

みづく り を推進し ま す。  

ま た、 ｢地域の助け合いによ る 福祉（ 地域福祉） ｣を推進する ため、 お互いの尊厳を

重んじ 、 人と 人と のつながり を大事にし 、 困った時に助け合う 「 と も に支え合う 地域

づく り 」、「 共に生き る 地域共生社会づく り 」 をめざし ま す。  
 

 

➊ 誰も が住み慣れた地域で活躍し 、 お互いに支え合える 地域づく り （ 地域包括ケ

アシス テムの構築） を推進し ま す。  

➋ 民生委員・ 児童委員や行政区福祉会など の福祉活動を 支援し ま す。  

➌ 新宮町社会福祉協議会など の関係団体と 協力し て、 地域福祉の充実に努めま す。 
 

➊ 町で作成し た避難行動要支援者避難支援リ ス ト を活用し 、 緊急時に備え日頃の

見守り 活動を実施し ま す。  

➋ 高齢者などの異常を早期に発見する ため、 地域での見守り や助け合いを促進し 、

高齢者など の見守り ネッ ト ワ ーク の活動を支援し ま す。  
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➊ 町の地域福祉を包括的に推進し ていく ため、 新規ボラ ンティ ア団体の立ち上げ

や福祉ボラ ンティ ア団体同士をつなぐ 活動を支援し ま す。  

➋ 地域包括ケアシス テムを推進する ため、 地域において生活支援を行う こ と がで

き る ボラ ンティ アの育成に努めま す。  

 

➊ 恒久平和の啓発のため、 英霊の顕彰と 戦没者遺族の福祉の増進に努めま す。  

 

 

 

福祉ボラ ンティ ア団体の数 11 団体 13 団体 

福祉ボラ ンティ アの数 275 人 290 人 

 
関連個別計画 

●新宮町地域福祉計画 ●新宮町自殺対策計画 
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基本目標３ 共に支え合い健やかに暮らせるまち 

 

 

 

 

新宮町の高齢化率は、 令和７ （ 2025） 年３ 月末現在で 19. 93％と 県内では低い方か

ら ２ 番目と なっていま すが、町の５ 年前の高齢化率に比べ 1. 74％上昇し ており 、今後

さ ら に高齢化が進行する と 考えら れま す。 ま た、 介護保険の要介護認定率は令和７ 年

（ 2025） ３ 月末現在で 14. 26％と 福岡県平均の 20. 06％と 比較する と 低水準ですが、

介護の認定者数は増加傾向にあり ま す。  

要介護の状態と なら ないよ う 、 高齢者が生き がいを 持っ た安全・ 安心な暮ら し を実

現する ため、 社会参加や介護予防・ 栄養管理など の普及啓発など、 継続し て支援し て

いく 必要があり ま す。  
 

 

高齢者の介護予防や多世代間の交流の拠点である ふれあい交流館を活用し 、介護予

防教室など 様々な事業を展開する ほか、新宮町シルバー人材セン タ ーや新宮町シニア

ク ラ ブ連合会を支援し 、高齢者の社会参加を促進し ま す。 ま た、 高齢者のフ レ イ ル1予

防や疾病予防、 生活機能維持のため、 健（ 検） 診・ 保健指導や医療、 介護に関する デ

ータ を活用し 、 介護予防事業を 進める など、 き め細かなサービス を 提供し ま す。  
 

 

➊ 高齢者が活躍でき る よ う 、 高齢者への就業の提供を行う 新宮町シルバー人材セ

ンタ ーを支援する と と も に、 公共職業安定所や福岡県生涯現役チャ レ ンジセン

タ ーと 連携を図り 就業に関する 情報提供を実施し ま す。  

➋ 高齢者が地域での仲間づく り や生き がいづく り など を 行える よ う 、 新宮町シニ

アク ラ ブ連合会の活動を支援し ま す。  

➌ 地域での居場所づく り や見守り 活動を活性化する ために、 新宮町社会福祉協議

会と 連携し 、行政区福祉会が行う サロ ン活動（ 小地域福祉活動）を支援し ま す。  

➍ 高齢者の社会参加や健康づく り 、 介護予防活動を 支援する ため、 介護予防サポ

ート ポイ ント 事業を実施し ま す。  

 

➊ 脳卒中や認知症など高齢者に起こ り やすい疾患の知識を普及し 、 適切な治療へ

つながる よ う 支援し ま す。  

➋ 介護予防など のため、 疾病やフ レ イ ルなど要介護状態と なる 原因について、 医

療・ 介護・ 健康診査など の情報を分析し 、 効果的で一体的な保健事業を推進し

ま す。  

 
1 フレイル：f ra i lty （加齢に伴う 身体機能等の低下のため、ストレスに対する回復力が低下した状態）の日本語訳として日

本老年医学会が提唱した用語。要介護状態にいたる前段階として位置づけられ、身体的、精神的、社会的に虚弱とな

るなど、多面的な問題を抱えやすく、様々な健康問題を招きやすい状態を意味する。 
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➌ 住み慣れた地域で安心し て生活でき る 環境づく り のため、 医療・ 介護連携や認

知症施策など を実施し ま す。  

➍ 介護予防や生活習慣の改善を図る ため、 高齢者を対象と し た健康づく り 事業を

推進し ま す。  
 

➊ 生活に支障が生じ たと き に適切なサービス 利用が受けら れる よ う に、 介護保険

制度や福祉サービス の周知に努めま す。  

➋ 認知症になっ ても 安心し て生活でき る よ う 、 認知症に対する 地域の理解を深め、

サポータ ー養成や市民後見人養成の充実に努めます。  

➌ 介護保険地域支援事業を推進し 、 介護予防サービス の充実や住民主体のサービ

ス の充実に努めま す。  

 

➊ 認知症になっ ても 安心し て住み慣れた地域で暮ら し ていく ために、 認知症初期

集中支援チームによ る 対応を推進し 、 認知症ケアパス（ 認知症のし おり ） を活

用し て認知症に関する 相談、 普及啓発に努めま す。  

➋ 介護保険地域支援事業において高齢者の総合相談窓口と なる 新宮町地域包括

支援センタ ーの機能充実に努めま す。  

➌ 高齢者の生活に関する あら ゆる 相談に対応でき る よ う 、 関係機関と 連携し て総

合的な相談体制の構築に努めま す。  

➍ 虐待の対応や社会保障制度全般への窓口相談対応能力向上のため、 職員の専門

性を高める 研修など人材育成に努めま す。  

➎ 新宮町福祉センタ ーを福祉の総合的な窓口と する ための検討を進め、 施設の充

実に努めま す。  
 

 

 

 

 

要介護認定率 14. 4％ 15. 6％ 

住民主体通所型サービ ス助成金の助成団体数 15 団体 35 団体 

介護予防サポート ポイ ント 申請件数 441 件 470 件 

認知症サポータ ー養成者数 1, 303 人 1, 800 人 

シルバー人材センタ ー会員稼働率* 80％ 100％ 
 
 

関連個別計画 

●高齢者保健福祉計画 ●新宮町地域福祉計画 
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基本目標３ 共に支え合い健やかに暮らせるまち 

 

 

 

 

人口の増加・ 高齢化に伴い障がいのある 人や児童は年々増加し 、 障がい者（ 児） 福

祉サービス 利用者も 引き 続き 増加し ていま す。 サービス 事業者の数・ 事業内容共に充

実し てき ま し たが、 ま だま だ不十分です。 特に重度の障がいのある 人が利用でき る 事

業所や児童を 対象と し た施設が不足し てき ており 、ニーズに合わせた社会資源の整備

が求めら れていま す。 ま た、 障がいのある 人が地域で安心し て、 仕事や学校に通いな

がら 生活し ていける よ う に、 地域包括ケアシス テムの構築も 求めら れていま す。  
 

 

障がいのある 人一人ひと り のラ イ フス タ イ ルにあわせ、多様化する ニーズにあった

支援を行う ため、福祉サービス の改善や創設、事業所間の連携強化に努めま す。ま た、

障がいがある 人も ない人も 、 お互いを 支え合い、 地域の中で自立し て暮ら し ていく こ

と ができ る 地域共生社会の実現をめざし ま す。  
 

 

 

➊ 障がいのある 人に対する 理解を深める 活動を充実さ せる と と も に、 お互いの個

性を認め区別なく 共に生き る 社会（ イ ンク ルージョ ン） について理念の普及に

努めま す。  

➋ 障がいのある 人の自立を促進し 、 生き がいを 高める ため、 サロ ンやサーク ルな

ど の活動を支援し ま す。  

➌ 障がいのある 人の自立と 就労促進のために、 特別支援学校、 就労を 支援する 事

業所と 協力し 、 就労を希望する 人たちの就労支援に努めま す。  
 

➊ 障がいのある 人が安心し て地域での社会生活を 送る こ と ができ る よ う 、 情報の

提供を 行う と と も に多様化する 相談に対応する ため関係機関と の連携に努め

ま す。  

➋ 障がいのある 人の福祉ニーズの対応や社会参加への支援、 地域課題の解決のた

めに、 福祉ボラ ンティ アなどの支援者と 民間事業者、 行政の相互連携に努めま

す。  
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移動事業の延べ利用者数と 延べ利用時間 
延べ利用人数 180 人 211 人 

延べ利用時間 1, 934 時間 2, 426 時間 

指定特定相談支援事業者並びに 

指定障がい児相談支援事業者の指定数 

指定特定 ４ 箇所 7 箇所 

指定障がい児 ３ 箇所 6 箇所 

 
関連個別計画 

●新宮町障がい者（ 児） 計画 ●新宮町地域福祉計画 
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基本目標３ 共に支え合い健やかに暮らせるまち 

 

 

 

 

社会保障は、 病気や障がい、 介護、 失業など生涯にわたる 生活上の不安に対し て、

幅広く 対応する も のと し て、安心と 安定し た日常生活を送る う えで不可欠なも のと な

っていま す。 ま た、 生活困窮者の相談内容も 複雑化し ており 、 最後のセーフティ ネッ

ト である 生活保護に頼ら ざる を 得ない事例も 生じ ていま す。新宮町の生活保護率は福

岡県全体と 比較する と 低い水準と なっていま すが、 相談件数は増加し ていま す。  
 

 

地域医療については、 住民が生涯にわたり 身近な地域で、 いつでも 安心し て適切な

医療を受けら れる よ う 、 医療体制の整備を行い、 夜間や休日の急病にも 対応でき る 体

制の確保に努めま す。  

ま た、 住民の生活支援については、 最低限度の生活の保障や生活自立の支援・ 援助

など のセーフ ティ ネッ ト を確保し ま す。 経済的に困窮し 、 最低限度の生活が維持でき

なく なる 恐れのある 人に対し て、 生活困窮者自立支援制度を活用し 、 し ごと く ら し 相

談室や関係機関と 連携し ながら 個々の状況に応じ た自立に向けた支援の充実・ 強化を

図る と と も に、 自立が困難な方へは、 生活保護制度によ り 最低限度の生活を保障し ま

す。  
 

 

➊ 休日や夜間、 相島においても 必要な医療を提供する ため、 県や医師会など 関係

機関と 連携し 、 地域医療の充実に努めま す。  

➋ 相島において、 島民が安心し て暮ら せる 医療体制を継続でき る よ う に、 医師及

び看護師の確保に努めま す。  
 

➊ 低所得者から の相談に対し 、 粕屋保健福祉事務所やその他関係機関と 協力・ 連

携し 、 適切な支援に努めま す。  

➋ 生活困窮者が困窮状態から 早期に脱却でき る よ う 、 本人の状況に応じ た相談や、

就労支援を行う ために、『 し ごと ・ く ら し 相談室』 を設置・ 活用し 、 関係機関と

連携し て自立支援の充実に努めま す。  

➌ 障がいのある 人や高齢者、 ひと り 親家庭、 低所得者など、 住宅の確保に配慮が

必要な方（ 住宅確保要配慮者） に対し ては、 関係機関と 連携し て住ま いの支援

に努めま す。  

➍ 住宅セーフティ ネッ ト の一つである 町営住宅を 長期的に活用する ため、 適切な

保守点検等を実施し 、 計画的な修繕、 改善対応に努めま す。  
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し ごと ・ く ら し 相談室利用者の相談案件終結数（ 累

積）  
207 人 232 人 
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